
（単位：円）

４．人畜に害を及ぼす農薬等（特に魚毒の強い薬剤）を

農業
労 働 賃 金

標準表令和８年度
機 械 利 用 料 金

１．境を越えて農作業等に被害を及ぼす樹木は伐採し、

農業機械利用料金（消費税を含まない） 農 業 労 働 賃 金
　他人に迷惑をかけないように心掛けること。

２．廃園に等しい果樹園は病害虫の発生源になるので、

作　業　種　目 単位 料金 摘　　　要 作　業　種　目 単位 賃　金 　隣接果樹園に迷惑のかからぬよう伐採、除去すること。

田 耕 耘 10ａ 8,900  未整理地　　10,000 農 作 業 一 般 １時間 1,032 ３．田植えの大水上げ前に潅水する場合は、近接者に連

8,256 　絡のうえ迷惑のかからぬよう心掛けること。

代 搔 き 〃 7,000  未整理地　　 7,500 整 枝 剪 定 １時間 1,800

く れ ぎ り 〃 4,000  未整理地　　 4,700 〃 1日(8H)

畑 耕 耘 〃 8,900 　使用するときは、散布前後に連絡を密にし、被害が生

機 械 田 植 〃 8,000  未整理地　　 9,000 　じないよう努めること。特にスピードスプレヤーを使

バインダー刈取り 〃 10,000  糸を含む 　用する場合は、周辺に十分注意するとともに、連絡を

ハーベスター脱穀 〃 11,000 　密にすること。

仕 上 げ 乾 燥
〃 1,800  全収穫量に対して

　ては、集団回収等により適正に処分すること。

(籾摺り込み) ６．ヒエ、クサネムの抜き取ったもの及び刈り取った草

コンバイン刈取り 〃 23,000  未整理地　　25,000 ５．農薬の保管及び使用後の容器等の処理について安全

生乾燥(籾摺り込み) 60㎏ 2,200  全収穫量に対して 　を期し、また廃プラスチック・廃ビニール類等につい

籾 摺 り 〃 800 　は、道路や堰に捨てずに適切な処理をすること。

色 彩 選 別 〃 920 ７．鳥追い用の爆音器使用の際には、十分配慮すること。

動 力 草 刈 １時間
1,500  肩掛け 　散させないこと。

2,900  自走式 ９．農作業時には事故が起きないよう十分注意すること。

畔 ぬ り １ｍ 65 ８．作業終了後にトラクター、コンバイン等で道路に出

水 稲 防 除 10ａ 1,000 　るときは、タイヤ又はクローラの泥を除去し道路に飛

大江町農作業賃金標準策定協議会・大江町農業委員会

スピードスプレヤー
10ａ 5,400

 樹園地の状況により増
 減あり（薬剤費除き）

農業用ドロ ーン 10ａ
1,500～

2,000
 薬剤費は別途

①「農作業一般」の賃金（単価）は、山形

県の最低賃金を基に決定しています。

②作業内容について適宜決定する。

③機械利用料金は、耕地の面積、遠近分散、

作業の難易度によって両者の話し合いに

よる。

④湿田、倒伏田の刈取り料金は割増とする。

⑤管理不十分な農地での作業料金について

は割増とする。

⑥作業効率アップのため、団地化にご協力

ください。団地化による特典もあります。

⑦農作業受委託等については、大江営農生

活センター（☎ 62-3217）にご相談くださ

い。

標準表についての問合せ先

大江町農業委員会（電話６２－２８６８）

みんなで守りましょう


